
河川の地震・津波対策に対する意見について 

 

お住まいの市町村名         市・町・村 

資料をご覧になられて、ご意見がございましたら下欄にご記入をお願いします。 

（意見内容） [A または Bに○をつけてください。] 

A 内容について特に意見はないので、整備を進めて欲しい 

B 内容ついて意見がある（ご意見を具体的にお書きください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早急に河川整備計画の策定、変更を進める以下の河川を中心にご意見を伺います。 

上に記入いただいたご意見が特に個別の河川に関するものである場合は、下枠内の河川名に○をつけてく

ださい（複数可）。下枠内にない場合は、右にお書きください。（                  ） 

尾張ブロック：新川、水場川、天白川、日光川、蟹江川、西條小切戸川、善太川、筏川、鍋田川 

知多ブロック：天白川、大田川、阿久比川、須賀川、内海川、神戸川、明徳寺川、五ヶ村川 

西三河ブロック：猿渡川、下り松川、高浜川、新川、蜆川、北浜川、矢作古川、矢崎川 

東三河ブロック：柳生川、梅田川 

 ※河川法第１６条２に基づく手続きとして、関係住民の皆様のご意見をいただくものです。 

ご意見の提出方法には以下のとおりとさせていただきます。 

なお、提出期限は平成２７年４月１３日（月）までとさせていただきます。 

①郵送（消印有効） 〒４６０－８５０１ 建設部河川課 計画グループ 

 （郵便番号の記載があれば、県庁の住所（名古屋市中区三の丸 3-1-2）は不要です。） 

②ファクシミリ ０５２－９５３－１４５７ 

③メール Ｅメールアドレス：ｋａｓｅｎ＠ｐｒｅｆ．ａｉｃｈｉ．ｌｇ．ｊｐ 

件名に「河川の地震・津波対策に対する意見 ○○市（お住まいの市町村名）」

と明記をお願いします。 

お問い合わせ先 愛知県建設部河川課 改修グループ 電話０５２－９５４－６５５４

計画グループ 電話０５２－９５４－６５５５

 


